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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成30年10月4日(2018.10.4)

【公開番号】特開2018-34006(P2018-34006A)
【公開日】平成30年3月8日(2018.3.8)
【年通号数】公開・登録公報2018-009
【出願番号】特願2017-213626(P2017-213626)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ  17/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   17/00     ５００　

【手続補正書】
【提出日】平成30年5月8日(2018.5.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドルおよび該ハンドルと係合可能なカートリッジを有する血管処置装置であって、
　前記ハンドルが、
　　前記ハンドル上に設置されている引き金であって、第１の状態と第２の状態との間を
推移可能であり、それにより該引き金の推移が活性化し、回転源を非活性化する、引き金
と、
　　前記回転源により回転可能に駆動される雄型カップリングと、
を有し、
　前記カートリッジが、
　　前記雄型カップリングにより係合されるような寸法と形状とを有するとともに、ひと
たび前記雄型カップリングにより係合されると、前記雄型カップリングにより回転される
ような寸法と形状とを有する、雌型カップリングと、
　　前記雌型カップリングに結合した近端部と、該近端部から延び遠端部で終焉するメイ
ンシャフトとを有するワイヤと、
　　前記カートリッジに結合するとともに該カートリッジから延びるシースと、
を有し、
　前記シースは、管腔を画定するとともに、該管腔中を前記ワイヤが伸び、
　前記雌型カップリングが前記雄型カップリングと係合していない際に、前記シースは前
記ワイヤの遠端部を覆い、
　前記雄型カップリングと前記雌型カップリングとが互いに完全に係合しあい、前記カー
トリッジが前記ハンドルと係合するにつれ、前記雄型カップリングが前記雌型カップリン
グを動かし、戻り止めは前記雌型カップリングが前記カートリッジ内にスライドするのを
可能とし、それにより、前記雌型カップリングが前記雄型カップリングにより係合されて
いる際に、前記ワイヤに対して滑り戻りし、前記ワイヤの前記遠端部を覆わないようにす
ることを特徴とする血管処置装置。
【請求項２】
　前記引き金とモータとを連結する電気回路に挿入されるとともに、前記カートリッジと
前記ハンドルとの係合により、開状態から閉状態に移行可能なマイクロスイッチを有する
モータをさらに有し、それにより、前記引き金と前記モータとが互いに電気的結合するの
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を可能とするよう構成されていることを特徴とする請求項１に記載の血管処置装置。
【請求項３】
　前記カートリッジと前記ハンドルとが係合するのを妨げる第１の位置に偏置されている
とともに、前記カートリッジと前記ハンドルとが係合するのを可能とする第２の位置に移
行可能なゲートをさらに有することを特徴とする請求項２に記載の血管処置装置。
【請求項４】
　前記ハンドルが、前記モータのスピードを制御するために、前記モータに電気的に結合
しているポテンショメータを含むことを特徴とする請求項２に記載の血管処置装置。
【請求項５】
　前記雄型カップリングが、伸長状態に向かって偏置されているとともに、前記伸長状態
から収縮状態に移行可能であることを特徴とする請求項１に記載の血管処置装置。
【請求項６】
　前記雌型カップリングが、前記ハンドルと前記カートリッジとが係合している間に、前
記雄型カップリングを前記伸長状態から前記収縮状態に移行させるような寸法と形状とを
有していることを特徴とする請求項５に記載の血管処置装置。
【請求項７】
　前記雄型カップリングが、ひとたび前記カートリッジと前記ハンドルとが完全に係合す
ると、前記伸長状態に戻るような寸法と形状とを有していることを特徴とする請求項５に
記載の血管処置装置。
【請求項８】
　前記雄型カップリングが、スリットを有する部分により分離している少なくとも２つの
分枝を有することを特徴とする請求項５に記載の血管処置装置。
【請求項９】
　雄型カップリングを有するハンドルと、該ハンドルと係合可能なカートリッジとを有す
る血管処置デバイスであって、
　前記カートリッジが、
　　前記雄型カップリングにより係合可能なような寸法と形状とを有する雌型カップリン
グと、
　　前記雌型カップリングに固定した近端部、および該近端部から延びて遠端部で終わる
メインシャフトを有するワイヤと、
　　前記カートリッジに固定しているとともに、該カートリッジから延びるシースと、を
有し、
　前記遠端部は、血管壁と接触すると該容器壁に損傷を与えるような形状を有しており、
　前記シースは、その中を前記ワイヤが通る管腔を画定するとともに、前記雌型カップリ
ングが前記雄型カップリングにより係合されていない際に、前記ワイヤの前記遠端部を覆
い、
　前記雄型カップリングと前記雌型カップリングとが互いに完全に係合し、前記カートリ
ッジが前記ハンドルと係合すると、前記雄型カップリングが前記雌型カップリングを動か
し、戻り止めは前記雌型カップリングが前記カートリッジ内にスライドするのを可能とし
、それにより、前記雌型カップリングが前記雄型カップリングにより係合されている際に
、前記ワイヤに対して滑り戻りし、前記ワイヤの前記遠端部を覆わないようにすることを
特徴とする血管処置装置。
【請求項１０】
　前記ワイヤが、近端部、遠端部、およびメインシャフトを有することを特徴とする請求
項９に記載の血管処置装置。
【請求項１１】
　前記遠端部が、互いに所定の角度で結合している、第１セグメント、第２セグメント、
および第３セグメントを有することを特徴とする請求項１０に記載の血管処置装置。
【請求項１２】
　前記ワイヤが、複数の遠端部を有することを特徴とする請求項９に記載の血管処置装置
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。
【請求項１３】
　前記遠端部が、それらの間で接触があった際に、容器壁への侵襲性を最大化するように
、三角形のプロファイルを有する先端を含むことを特徴とする請求項９に記載の血管処置
装置。
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